
文
革
圃
皐
肯
届

=+-a措
=
一
面
一
田
園
一
噛
冨
可
{
骨
且
一
回
-
日
曹
骨
】

辛子竜安日一- ~司-~革手~ ;;，JI.;;;，'芳oIf詔

闘
際
労
賃
統
計
・
・
・
・
・
・
・
・
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ツ
ア
ー
ン

統
計
事
に
於
け
る
将
来
の
領
域
・
・
・
コ
ラ
ド
・
ヂ
一
一

保
護
関
税
の
合
理
化
・
・
・
・
・
・
・
・
・
法
一
畢
博
士
一
神
戸
正
雄

甫
満
洲
に
於
け
る
我
租
税
制
度
・
・
・
-
経
務
事
博
士
汐
見
三
郎

祖
枕
滞
納
の
統
計
的
観
察
'
"
'
経
司
君
主
中
川
典
之
助

噌
矧
じ
よ
る
拍
手
引
別
出
信
事
-

-

a

-

a

a

-

文
部
一
昨
士
一
向
旧
保
局

時
同
日
農
村
人
口
及
農
村
状
龍
山
村
捕
一
推
算
・
埋
草
博
士
本
庄
柴
治
郎

園
勢
調
査
に
於
け
る
年
齢
の
唱
、
謬
・
・
経
済
事
土
岡
崎
文
規

正
米
相
場
止
期
米
相
場
と
の
相
関
々
係
・
・
経
済
撃
士
谷
口
吉
彦

米
穀
の
需
要
に
就
い
て
・
・
・
・
・
・
-
経
済
事
士
人
木
芳
之
助

統
計
事
の
課
題
託
景
気
愛
動
の
研
究
鐸
狩
墜
士
跡
地
川
虎
三

フ
ラ
ン
ス
長
け
る
景
気
建
動
環
制
論
・
・
経
済
事
士
松
岡
孝
兄

金

融

統

計

特

に

逼

賃

椛

計

に

就

い

て

・

経

狩

墜

士

中

谷

賓

失

業

統

計

の

方

法

に

つ

い

て

・

・

・

経

鴻

撃

土

盆

田

煎

雄

保
喰
さ
統
計
及
統
計
事
・
・
・
・
・
・
・
禁
間
接
博
士
小
島
昌
太
郎

比
較
研
究
法
ミ
統
計
の
比
較
・
・
・
・
・
法
属
工
博
士
財
部
静
治

野
組
誤
記
念
講
演
曾
及
統
計
園
書
展
覧
曾
記
事

同
統
計
固
書
展
覧
曾
出
品
目
録

第
十
九
回
国
膿

統
計
協
曾
曾
議

記

怠

禁

特

輯

競

輔

盟
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租
税
滞
納

統

計

的

観

察

の

中

m 
輿

之

助

納
税
は
園
長
の
圃
家
及
び
地
方
閣
憶
に
封
ず
る
最
高
義
務
の
一
つ
で
あ
る
が
同
時
に
叉
そ
れ
は
経
済
上
白
責
措
で
あ
り
苦
痛
で
あ
る
。
葱
に
於
で

か
祖
積
回
漣
の
た
め
に
種
々
の
手
段
が
講
ぜ
ら
る
ふ
。
戎
は
立
法
、
行
政
上
回
手
段
に
訴
ふ
る
場
合
あ
n
y
或
ば
経
済
上
回
理
法
を
利
用
ナ
る
場
合
が

あ
る
。
葱
に
所
調
租
税
の
滞
納
と
は
所
定
の
納
期
ま
で
に
粗
枕
を
納
付
せ
ざ
る
場
合
を
い
ひ
稔
務
行
政
の
領
域
に
於
て
現
は
る
L

祖
稔
周
遜
の
二
列

来
で
あ
る
。

現
行
岡
税
徴
牧
慮
分
法
に
擦
れ
ば
租
税
の
徴
枚
に
営
り
て
は
先
づ
納
期
を
定
め
て
徴
税
令
書
を
植
田
し
、
そ
の
納
期
限
ま
で
に
完
納
せ
ぎ
る
場
合
は

之
宮
滞
納
と
な
し
更
に
期
限
士
指
定
し
て
納
付
を
督
促
す
る
。
而
も
之
に
謄
ぜ
ぎ
る
場
合
に
は
財
産
の
差
押
を
な
し
途
に
財
産
を
公
費
に
附
し
て
税

額
を
強
制
的
に
徴
牧
ず
る
の
で
あ
る
。
地
方
秘
的
滞
納
成
分
も
亦
之
に
準
ず
る
0

(

府
燃
制
一
一
大
・
市
制
一
三
一
・
町
村
制
一
一
一
)
言
ふ
迄
も
な
〈

租
税
白
滞
納
は
之
を
岡
家
、
地
方
閤
躍
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
徴
税
費
を
嵩
ま
し
め
租
税
収
入
の
動
揺
を
来
し
て
財
政
務
理
由
不
安
を
磁
す
も
の
な

開
る
が
故
に
そ
の
少
き
こ
と
は
最
も
望
ま
し
き
一
併
な
る
が
、
賓
際
上
我
園
に
於
で
租
税
白
滞
納
は
必
ず
し
も
少
し
と
せ
ぬ
。
渡
に
於
て
か
そ
の
原
因
を

探
り
こ
れ
が
傾
向
を
察
ナ
る
こ
と
は
阜
に
財
政
婆
理
由
上
か
、
b
D
h
な
b
ず
、
租
税
政
策
白
立
場
か
ら
も
重
要
な
り
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

我
圃
に
於
け
る
組
税
滞
納
の
研
宛
と
し
て
は
先
丘
神
戸
博
士
に
会
に
せ
ら
れ
た
る
も
白
が
あ
り
、
明
治
末
期
の
資
料
に
基
い
で
論
究
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
も
忍
は
そ
の
後
を
苧
つ
け
て
即
ち
大
正
二
年
以
来
昭
和
二
年
に
至
る
最
近
十
五
年
間
の
統
計
に
基
い
て
研
究
を
試
み
た
o

街
、
滞
納
に
閥
ナ

る
統
計
資
料
と
ん
で
は
主
と
し
て
大
蔵
省
主
税
局
統
計
年
報
書
に
掲
げ
て
あ
る
閥
枕
府
膝
枕
の
滞
納
表
に
よ
っ
た
。

で
最
近
十
五
ヶ
年
聞
の
滞
納
の
概
観

大
正
二
年
度
に
於
げ
る
園
税
の
金
調
定
人
員
は
五
七
、
七
四
五
、

租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

第

競

四
五

四
五

神戸博士、租税白滞納を論ず(京都法!!i"'Iil"雑誌第九倉第一競)宵悶論文は同博
士著財政問題三五二頁以下に取む。



租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

四
ノ、

第
一
猿

四
~ 
p、

三
二
人
じ
し
て
滞
納
入
員
は
三

O
七、

C
二
O
人
そ
の
比
率

0
・
五
三

μ
、
閉
じ
〈
圃
粧
の
金
調
定
額
は
一
一
八
五
、

七
一
九
千
園
、
同
滞
納
額
五
、
九
八
四
千
固
に
し
て
そ
の
比
率
二

9
0
九

μ
で
め
る
。
之
を
昭
和
二
年
度
の
統
計
じ

み
る
に
金
調
定
人
員
四
七
、
五
八
七
二
七
四
人
同
滞
納
人
員
五
三
玉
、
二

O
一
人
ぞ
の
比
容

7
0七
μ
で
あ
b
金

調
定
額
七
四
五
二
六
七
千
回
滞
納
額
五
一

J

二
三
千
回
そ
の
比
率
六
・
入
七
M

刊
さ
な
る
o

今
、
大
正
ニ
年
か
ら
昭

和
二
年
に
至
る
、
十
五
ヶ
年
間
の
国
税
総
計
に
就
て
調
定
人
員
及
び
税
額
じ
封
す
る
滞
納
入
員
及
び
税
額
の
百
分

準
仕
治
せ
ば
北
の
加
し
。

第
一
表

最
近
十
五
ヶ
年
聞
の
国
税
滞
納
李

滞 /
納/
率/

μ半

別別/度

?子ニf，
三u:.0/ Cコ。ノ""
ご三~:!..と/U一一ーと

?子三大

呈一三一iE
o 四大

量一←金一一正
""五大

-可 t亡

生-"'-一一.ll-

o 子六大

豆一室ー(正
?千七大

.ヨ?亡
占五 .li . 

9 /;-- l¥..大

豆一呈_iE
o 九大
"" .司 ττ
ロニ L 

?ウ十大
""ノ、ーでE
3i:. 0 .11_ 

? 守十大

重一云L二三互

= "" 十大
2勺~ -x  
"" 区単 一-.lL

?守十大

全-Eー主主
?子十大
主主 主二 四正

?千十大
手母宅五正

てウニ昭
D 人出

世 ニ恒一一一生日

?千 三F
歪吾均

税

額

人

員

却
も
税
額
別
に
み
れ
ば
大
正
五
年
度
の
一
ι
六
九
Mm
を
最
小
さ
な
し
大
正
九
年
度
の
一
了
四
二

μ
を
最
大
さ
な

し
卒
均
五
・
五
四
%
さ
な
る
。
又
、
人
員
別
に
み
れ
ば
大
正
六
年
度
の

0
・
一
五
%
を
最
小
さ
な
し
昭
和
二
年
度
の

7
0
七
%
を
最
大
さ
な
し
卒
均

0
・
玉
三

μ
郎
も
一
高
人
に
就
き
五
十
三
人
の
割
合
で
あ
る
。
而
し
て
十
五
年
間

に
於
け
る
滞
納
率
の
盤
化
を
み
る
仁
、
大
正
三
・
四
五
年
は
逐
年
逓
減
し
大
正
六
・
七
年
よ
り
上
り
始
め
て
大
正
九

年
に
は
-
そ
の
絶
頂
に
達
し
そ
の
後
は
次
第
に
遮
下
し
大
正
十
一
年
以
後
は
逐
年
ぞ
の
率
が
上
り
つ
、
ゐ
る
。
又
之

を
人
員
別
じ
み
れ
ば
大
正
三
・
四
・
玉
・
六
年
は
逐
年
そ
の
率
が
遮
下
し
大
正
七
年
以
後
は
漸
次
葉
の
率
が
上
る
一

方
で
あ
る
。



を

一.
4 

j包

ー一三

五

三

報
っ
て
滞
納
の
般
況
を
府
膝
枕
仁
就
て
み
る
。
府
膝
枕
滞
納
の
統
計
じ
は
大
正
二
・
三
・
四
年
度
分
の
調
定
税
額

及
び
人
員
を
棋
く
が
故
に
大

E
五
年
度
以
降
昭
和
二
年
度
に
至
る
最
近
十
二
箇
年
聞
の
比
率
を
み
る
事
さ
す
る
。

き
て
府
牒
柱
融
計
に
操
る
に
大
正
五
年
度
の
調
定
人
員
五
三
玉
、
O
二
四
、
三
六
人
滞
納
人
員
一
一
、
七
七
六
、
六
八
五

人
そ
の
比
傘
五
・
一
九

μ
同
じ
〈
調
定
税
額
大
九
、
O
三
九
千
聞
滞
納
税
額
三
、
八
六
四
千
回
そ
の
比
率
五
・
六
O
%

で
あ
る
。
之
を
昭
和
二
年
度
に
み
る
に
調
定
人
員
八
五
、
O
一
六
、
三
九
四
人
滞
納
人
員
八
、
八
O
六
J
二
八
人
を

の
比
率
一

0
・
一
日
一
五
外
、
調
定
税
額
二
四
九
、
九
二
O
千
回
滞
納
税
額
三
二
、
八
四
二
千
固
そ
の
比
率
二
ニ
・
二
二
%

さ
な
る
。
人
1
.

右
の
比
率
の
十
二
箇
年
仁
於
け
る
礎
化
を
示
せ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。

z，
.
号
、

化
岨
ベ
団
…
1
9
F
W

最
一
点
十
二
崎
四
年
間
口
府
服
役
滞
納
事

札
丸
一
/
一
大
正
日
一
大
正
大
一
大
正
七
十
大
正
八
一
大
斗
大

1
2
3
2
1
1十

一
昭
和
一
一
平
均

税

容

F

一千六口一回・量一回・一八一国主一一一
j

・
三
プ
-
回
5

4

・0z
一↑ヤロ八一八・回八一八・均百戸て口。こ二三一三一

人
員
別
一
手
当
回
二
三
子
王
山
ご
=
一
・
童
四
-E
七
一
回
・
若
一
千
一
三
一
千
八
五
二
一
・
莞
一
三
星

A
-
A
L
E
-
E
L
Z
六

右
表
に
よ
り
て
府
膝
枕
の
滞
納
率
を
税
額
別
に
み
る
に
大
正
七
年
度
の
四
・
一
人
d

仰
を
最
低
三
し
昭
和
二
年
度

の
一
三
二
三
%
を
最
高
さ
な
す
。
人
員
別
で
は
矢
張
大
正
七
年
を
最
低
ご
し
て
そ
の
峯
は
三
・
五
四

μ
昭
和
二
年

度
は
一

0
・
三
五

μ
に
し
て
最
高
率
を
一
不
す
。
十
二
箇
年
の
卒
均
は
税
額
別
七
・
九
四
%
、
人
員
別
ム
ハ
・
六
六
%
で
あ

る
・
十
二
箇
年
を
通
じ
て
の
量
化
を
み
る
に
、
税
額
別
・
人
員
別
何
れ
に
於
て
も
そ
の
滞
納
率
は
大
正
五
年
度
を

基
準
さ
し
て
大
正
六
・
七
年
度
は
遁
下
し
て
ゐ
る
が
大
正
八
年
度
に
至
り
て
そ
の
率
が
上
り
始
め
爾
来
昭
和
二
年

度
に
至
る
迄
逐
年
逓
増
し
て
ゐ
る
。

租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

四
一仁

第
一
一
統

四
七



租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
審

四
i¥. 

第
一
致

問
ノk

衣
に
租
税
滞
納
の
航
況
を
地
方
別
に
考
案
せ
う
。
元
来
租
税
の
加
き
粧
梼
事
情
♀
」
密
接
の
聞
係
を
有
す
る
も
の

に
あ
り
て
は
各
地
方
の
観
済
的
特
質
或
は
負
携
関
係
等
に
基
い
て
そ
の
滞
納
状
態
な
ど
も
比
較
す
ぺ
き
も
の
で
あ

る
が
、
炉
、
る
調
査
や
分
類
の
困
難
な
ゐ
さ
統
計
資
料
の
閥
係
上
一
先
づ
税
務
監
督
局
の
管
匝
別
に
比
較
す
る

E

}

ざ
、
す
る
。
左
の
第
三
表
は
昭
和
二
年
度
の
統
計
に
よ
り
て
算
出
せ
ら
れ
た
る
幽
税
、
府
牒
耽
の
滞
納
奉
宮
市
す

の
で
あ
る
。

第一一
J

表

園
・
地
方
税

管
障
名

3足大本Lf山

/ 

地
方
別
に
酬
明
た
る
杭
税
滞
納
キ

税

額

別

一

人

員

別

|
|
、
(
l
/
一k
i
l
-
-，

岡
枕
一
府
膝
枕
一
樋
琉
↑
府
勝
税

一
%
一

M
M

一

%

J

山
・
五
工
一
一
一
・
一
ニ
、
口

五
・
九
主
一
子
四
一
一
一
-
一
三

千九
i
h

一一回・
2

王

J7
ロ一一一

回
二
主
一
口
・
口
早
己
・
占
一
一
昌

E / 
名/園

/地
/方
/稔

名

i!i 

1呈

園

人

税
一
府
綴
税
一
園

一

μ
一

三
一

一口・五五

J~ 

九・八三一

~ 台E平

税

額

.8IJ 

阪

九

-
A四

.8IJ 

艮
税U

戸
口・九九

府
ー己 目E

i企%枕

幌

一口・
4

一

一一・園田

ロ・五

島

七
二
毛

窒

本

ロ・九百

一回・五ニ

占・三(一
一一一一・一四

均

右
の
表
に
擦
り
て
国
税
さ
府
牒
税
の
滞
納
率
を
地
方
別
に
比
較
す
る
に
、
先
づ
国
税
の
付
税
額
別
滞
納
峯
に
於

て
は
東
京
税
務
監
督
局
管
匡
(
刈
マ
…
町
一
時
一
努
一
一
段
一
時
)
の
九
・
五
一
M
m

を
最
高
ざ
し
庚
島
管
匝
の
三
・
四
六

μ
を
最

低
さ
な
し
札
幌
・
名
古
屋
管
匝
は
東
京
管
直
に
亜
い
で
そ
の
率
が
高
い
。
官
人
口
別
に
す
れ
ば
札
幌
管
区
の
九
・

o

三
%
は
断
然
頭
角
を
抜
き
蓮
に
下
り
て
東
京
・
大
阪
管
直
之
に
亜
ャ
。
大
阪
管
匝
の
滞
納
率
は
全
国
の
卒
均
率
に
略

近
い
。
税
額
別
滞
納
率
に
於
て
は
東
京
・
名
古
屋
管
匝
等
は
札
幌
管
匿
さ
略
々
肩
を
並
ぶ
る
の
で
あ
る
が
人
員
別
滞



納
牽
・
に
於
て
札
幌
管
匝
よ
り
著
し
く
低
率
な
る
は
札
幌
管
匝
に
於
け
る
少
額
の
滞
納
者
数
の
多
治
二
)
さ
を
語
る
も

の
で
あ
る
。
又
、
虞
島
管
匝
が
税
額
別
・
人
員
別
何
れ
か
ら
み
る
も
滞
納
翠
が
最
も
少
な
る
こ
さ
之
に
亜
い
で
仙

壷
管
匝
の
滞
納
李
の
少
い
こ
ご
誠
一
び
に
東
京
管
匿
の
滞
納
峯
の
大
な
る
こ
ど
を
注
意
す
?
き
で
あ
る
。
翻
っ
て
府

牒
税
の
付
税
額
別
滞
納
率
を
み
る
に
熊
本
管
匝
の
一
七
二
一
ム
ハ
%
を
最
大
さ
し
東
京
・
札
幌
管
毘
の
一
五
・
一
一
，

m

、‘，ノ

一
四
・
一
ニ
五
外
之
に
亜
ャ
。
付
人
員
別
滞
納
率
じ
め
り
て
は
矢
張
熊
本
管
匿
を
第
一
注
し
て
一
四
・
五
二
叫
円
、
東
京

管
匝
の
二
一
・
四
八

μ
札
幌
管
匝
の
一

0
・
七
一

μ之
仁
つ
ぐ
の
で
あ
る
。
府
牒
耽
の
滞
納
率
は
税
額
別
・
人
員
別

何
れ
に
於
て
も
熊
本
管
匝
が
第
一
位
を
占
め
て
ゐ
る
こ
さ
は
注
意
せ
ら
ゐ
、
を
要
す
。
克
に
五
百
人
は
右
の
表
に
嬢

り
て
次
の
市
中
買
を
知
る
。
第
プ
は
例
れ
の
管
一
同
仁
あ

h
て
も
地
万
耽
の
滞
納
事
か
耽
罰
則
人
民
別
川
川
れ
か
一
ら
み
ゐ

も
幽
積
の
滞
納
傘
に
比
し
て
著
し
く
大
な
る
咽
}
さ
、
第
二
は
圃
税
滞
納
率
の
低
き
所
必
や
し
も
地
方
税
の
滞
納
翠

が
低
し
さ
限
ら
ぬ
ニ
さ
之
で
あ
る
。
而
し
て
第
二
の
著
例
を
熊
本
管
匝
に
み
る
。
同
直
は
闘
聴
の
滞
納
率
に
於
て

は
税
額
・
人
日
貝
別
何
れ
よ
り
す
る
も
全
国
の
平
均
以
下
に
あ
る
が
、
府
牒
税
の
滞
納
率
に
於
て
は
全
国
入
院
の
中
最

も
大
に
し
て
全
国
の
卒
均
を
謹
に
凌
駕
し
て
ゐ
る
。
向
、
園
枝
に
於
て
滞
納
率
の
最
も
低
き
庚
島
管
匝
が
府
照
枝

に
於
て
も
人
員
別
滞
納
率
に
於
て
最
低
率
を
示
し
税
額
別
に
於
て
も
全
国
卒
均
滞
納
率
に
あ
る
こ
さ
は
吾
人
の
注

意
を
惹
く
所
で
あ
る
。
地
方
別
に
観
化
る
租
税
滞
納
の
妹
態
は
右
の
如
し
。
回
よ
り
夫
は
昭
和
三
年
度
の
統
計
じ

操
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
必
十
し
も
之
を
以
て
す
べ
て
の
年
度
の
地
方
別
滞
納
蹴
態
を
断
定
す
る
を
許
き
ぬ
。

=
、
租
税
滞
納
の
原
因
租
税
滞
納
の
原
因
仁
就
て
は
且
て
神
戸
博
士
は
之
念
主
観
的
原
岡
さ
客
観
的
原
因

さ
に
分
ち
、
主
観
的
原
因
ざ
し
て
は
け
い
租
税
道
義
上
の
肢
態
ロ
地
方
的
競
争
心
の
有
無
大
小
い
租
税
道
義
の
自
費

第

三

十

二

巻

第

一

競

租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

四
九

四
九
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租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

第
一
読

五
O 

五

O

、.，J

、、‘，J

修
養
等
を
あ
げ
、
客
観
的
原
因
ざ
し
て
は
げ
納
税
義
務
者
の
経
済
上
の
事
情
ロ
租
税
の
分
景
品
質
卸
も
負
携
の
大

町、P
J

、‘，ノ

小
及
公
平
・
不
公
平
A

租
粧
の
再
生
産
的
効
果
の
如
何
一
一
租
税
の
新
奮
如
何
ホ
牧
納
方
法
即
ち
税
法
の
規
定
及

J

f

t

・-
、

f

，、、

び
税
務
の
運
用
等
の
僚
件
を
め
げ
て
詳
論
せ
ら
れ
た
。
凡
み
、
J

」
れ
ら
の
諸
原
悶
は
滞
納
の
一
般
的
原
因
注
し
で
は

説
い
て
傍
す
所
が
な
い
の
で
あ
る
か
、
最
近
の
滞
納
を
述
べ
ん
ざ
す
る
吾
人
に
さ
ち
て
は
特
に
最
近
に
現
は
れ
党

る
若
干
の
具
睦
的
特
種
的
原
悶
を
併
せ
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
、
る
原
因
を
数
へ
来
っ
て
先
づ
大
正
年
間
及
び
昭

和
仁
一
旦
る
景
気
の
麗
動
、
大
正
十
二
年
の
郡
役
所
廃
止
、
普
通
選
血
中
酬
の
官
施
等
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
れ
。

経
済
上
の
景
気
不
景
気
が
租
税
ご
密
接
の
開
係
を
有
す
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
コ
好
景
気
じ
な
れ
ば
物
慣
は
一

般
じ
騰
貴
し
租
殺
の
排
消
作
用
も
亦
容
易
に
行
は
る
、
の
で
あ
一
る
が
不
景
気
ド
な
れ
ば
司
}
れ
が
困
難
ざ
な
り
租
税

の
苦
痛
大
ざ
な
り
収
税
の
成
蹟
も
亦
不
良
さ
な
る
。
我
凶
に
折
、
て
は
大

E
二
年
殊
に
三
年
は
戦
前
に
於
け
'
る
不
況

の
底
じ
あ
っ
た
が
偶
々
世
界
戦
争
の
勃
援
す
る
に
及
ん
で
所
謂
職
時
景
気
が
出
は
じ
め
大
正
八
年
頃
に
は
好
景
気

の
絶
頂
に
上
っ
た
。
然
る
に
大
正
九
年
十
本
期
に
歪
り
て
恐
慌
が
襲
来
し
景
気
は
次
第
に
沈
衰
し
下
り
て
大
正
十
一

年
末
い
は
銀
行
恐
慌
が
現
は
れ
加
之
同
十
二
年
に
は
聞
東
の
大
震
災
に
よ
り
て

E
億
の
圃
宮
さ
数
高
の
生
命
芝
そ

一
時
に
失
つ
記
。
爾
来
財
界
は
不
況
の
道
を
辿
る
一
方
で
あ
り
資
本
主
義
の
行
詰
り
よ
り
来
る
世
界
的
不
況
の
影

響
を
も
う
け
て
不
景
気
を
深
一
刻
な
ら
し
め
て
今
日
に
及
ん

r。
前
掲
第
一
表
・
第
二
表
に
み
て
も
租
税
の
滞
納
率

が
大
正
九
年
度
に
於
て
急
激
仁
上
り
其
後
大
韓
ド
於
て
そ
の
率
を
増
加
し
っ
、
あ
る
が
そ
の
有
力
な
る
原
因
ざ
し

て
こ
の
財
界
の
不
況
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

次
に
郡
制
さ
徴
税
事
務
さ
の
関
係
を
理
へ
ん
に
郡
制
施
行
中
じ
あ
り
て
も
(
官
補
叩
酬
部
吋
目
印
可
制
時
町
一
恒
猷
棚

2) 神戸博士、前掲論女参照
3) 神戸博士著、租税研究第五巻第三編不景気主租税捗!~!



第
~
九
五
披
に
よ
P
で
都
刷
会
部
吹
正
苫
る
。
犬
正
十
年
四
月
十
二
日
法
律
第
六
三
坊
に
上
り
緩
止
J

法
相
ー
は
れ
大
正
十
二
年
勅
令
第
四
削
減
に
よ
り
で
同
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
廃
止
が
寅
施
さ
え
)
市
町
村
は
国
税
地
租
・
管
業
税
・
第
三

種
所
得
税
自
家
用
醤
油
税
及
責
業
管
業
税
等
の
徴
牧
(
明
治
三
十
年
勅
令
第
百
九
十
五
競
市
町
村
に
於
て
徴
収
す
べ
き
尚

3
3ト

戸
に
隠
す
る
件
同
三
十
一
年
法
律
第
二
十
一
被
図
税
徴
収
法
第
五
傑
}
¢
タ

府
牒
一
税
も
事
全
部
を
奉
げ
て
之
を
徴
牧
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
命
的
一
日
時
一
片
側
飢
寸
ト
鰍
府
議
)
而
し
て
市
に
相
到
す

る
監
督
機
関
さ
し
て
は
第
一
夫
に
府
懸
知
事
第
二
次
に
内
務
大
臣
、
町
村
に
謝
し
て
は
第
一
次
に
郡
長
第
二
夫
に

府
牒
知
事
第
三
矢
仁
内
務
大
臣
な
る
を
原
別
注
し
た
。
之
を
今
日
ぎ
比
較
し
て
郡
長
、
か
町
村

ω庇
接
取
督
機
闘
で

あ
っ
た
こ
ご
は
異
り
、

か
の
徴
税
事
務
に
闘
し
で
も
町
村
が
今
日
の
如
く
府
牒
知
事
の
監
督
を
受
く
る
に
比
し
各

郡
長
の
監
督
脅
帥
を
受
け
し
時
代
の
成
践
は
良
好
で
あ
っ
た
ご
い
は
れ
る
。
大
正
十
三
年
度
以
降
の
政
杭
成
町
を

械
h
A

ゐ
仁
は
之
を
考
底
に
い
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

更
に
普
通
運
翠
制
ご
納
税
ぜ
の
閥
係
を
述
ぺ
ん
に
奮
法
じ
ゐ
ら
で
は
市
町
村
合
議
員
の
選
率
権
被
選
政
争
楼
守
う

る
に
は
市
町
村
の
公
民
た
る
を
要
し
そ
の
市
町
村
公
民
た
る
の
資
格
傑
件
ざ
し
て
二
年
以
来
其
市
町
村
の
直
接
市

町
村
税
を
納
む
る
こ
さ
を
要
し
(
嶋
田
耕
一
路
奮
)
且
つ
市
町
村
吾
氏
は
租
税
滞
納
の
慮
分
中
は
公
民
一
躍
を
停
止
せ

ら
れ
た
。
(
轄
一
日
棚
…
紅
一
綜
)
然
る
に
大
正
十
五
年
法
律
第
七
十
四
事
乞
以
て
こ
れ
ら
の
俊
項
を
改
正
し
て
る
民
資

格
か
ら
納
税
傑
件
を
撤
愛
し
た
。
又
、
大
正
十
五
年
法
律
第
七
十
三
暁
に
よ
り
て
奮
府
螺
制
第
ム
ハ
保
を
改
亙
し
府

牒
合
議
員
の
選
率
雄
被
選
血
中
樺
の
資
格
に
附
し
た
る
「
府
腸
内
ノ
市
町
村
会
民
一
一
シ
ア
一
年
以
来
其
ノ
府
間
脚
内
-
一

於
-7
直
接
国
税
ヲ
納
ム

Y
」
者
、
こ
い
ふ
納
税
健
件
を
撤
慶
し
、
大
正
十
四
年
五
月
五
日
公
布
の
所
謂
普
通
運
暴
法

に
於
て
は
衆
議
院
議
員
の
遵
奉
権
・
被
選
皐
樫
か
ら
も
納
税
傑
件
を
撤
廃
し
た
。
従
来
-
と
れ
ら
の
会
樫
を
行
使
せ

ん
が
た
め
に
止
む
を
え
や
納
税
に
努
力
し
た
る
が
如
、
さ
者
も
今
や
そ
の
努
力
の
刺
戟
を
欠
ふ
、
ち
」
之
、
な
り
納
税

租
税
滞
納
白
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

五

第

盟主

ヨ王
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租
税
滞
納
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第

盟主

五

成
蹟
の
不
良
を
驚
ら
す
一
一
一
原
因
、
と
な
っ
允
ぜ
い
は
れ
て
ゐ
る
。

以
上
に
於
て
吾
人
は
大
厄
・
昭
和
に
か
け
て
納
税
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
特
種
の
原
因
を
越
ぺ
終
つ
允
の
で
あ
る

が
こ
の
外
噌
』
の
聞
に
一
れ
は
れ
h
h

る
税
法
の
改
正
か
ら
生
中
ゐ
負
携
の
強
化
を
も
勿
論
考
慮
じ
い
る
ぺ
く
耳
い
は
世

界
戦
争
後
じ
判
明
は
れ
し
一
肱
曾
忠
但
の
動
揺
、
一
部
階
級
仁
於
け
る
租
税
道
徳
の
衰
退
等
を
も
看
遁
す
こ
ぎ
が
出
来

な
レ
で
あ
ら
う
。
以
下
、
吾
人
は

F

」
れ
ら
の
一
般
的
・
特
種
的
諸
原
因
。
乞
併
せ
考
へ
つ
、
我
園
の
園
税
・
府
騒
税
の

滞
納
航
態
を
各
別
じ
観
察
せ
う
ざ
忠
ふ
。

一
二
、
闘
税
の
滞
納
状
態
国
税
の
総
て
に
就
て
そ
の
滞
納
朕
態
を
検
す
る
こ
ご
は
こ
の
小
論
の
よ
く
な
し
え

ゴ
る
所
な
る
が
故
に
之
を
直
接
税
・
間
接
税
に
分
も
て
各
々
か
ら
二
三
の
重
要
な
る
租
税
を
選
苧
」
寸
」
、
す
る
。

第
一
、
直
接
税

4
所
得
税
の
滞
納
之
を
税
額
別
・
人
口
県
別
仁
し
て
先
づ
耽
額
別
の
滞
納
牽
を
検
す
れ
ば
大

正
三
年
度
以
来
昭
和
二
・
年
度
に
至
ふ
十
四
年
間
の
成
蹟
左
の
却
し
。
(
日
一
一
誌
桝
一
一
-m持
掛
け
一
)

第
四
表

最
近
十
四
年
間
の
所
得
税
滞
納
率
(
税
額
別
)
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Z耳

却
も
右
十
四
筒
年
聞
に
於
て
第
一
種
所
得
税
却
も
法
人
の
所
持
税
の
滞
納
峯
は
最
低
が
大
正
玉
年
度
の
玉
・
三



三
国
最
高
は
大
正
九
年
度
の
三
二
・
四
九
回
卒
均
二
二
一
・
匹
一
固
に
し
て
第
二
種
所
得
税
の
滞
納
税
額
は
大

E
七
年

度
ま
で
は
'
』
れ
な
く
八
年
度
に
至
り
て
僅
少
の
滞
納
額
あ
ら
は
れ
大
正
九
年
度
以
来
の
成
蹟
は
右
表
の
如
く
最
高

が
百
闘
に
就
き
二
・
一
入
国
で
あ
る
。
第
三
種
即
ち
個
人
所
得
税
に
於
て
は
十
四
個
年
の
平
均
が
二
・
九
四
国
ざ
な

っ
て
ゐ
る
。
之
を
一
牛
均
に
み
る
に
第
一
理
所
得
税
の
滞
納
率
は
最
も
大
じ
し
て
他
は
之
に
比
し
て
著
し
く
低
い
。

翻
っ
て
所
得
税
の
滞
納
率
を
人
員
別
に
み
や
う
。

第
五
表

最
近
十
四
筒
年
の
所
得
税
滞
納
率
(
人
員
別
)

第貫第

種種極
所所所
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税税税
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第
一
一
種
所
得
税
じ
あ
り
で
は
滞
納
率
が
百
人
に
就
き
最
低
二

0
・
三
五
人
最
高
四
四
・
九
一
人
卒
均
三
四
・
五
六

人
、
第
二
種
所
得
税
に
ゐ
h
ノ
て
は
同
じ
く
最
低

0
・
む
八
人
最
高
ニ
・
八
四
人
平
均
一
・
六
九
人
、
第
三
種
所
得
税
に

於
て
は
同
じ
く
百
人
に
就
き
最
低

0
・
五
六
人
最
高
三
・
四
一
人
卒
均
一
・
九
二
人
で
あ
る
。
之
に
於
て
も
矢
張
法

人
の
滞
納
人
員
率
が
他
よ
り
も
蓬
か
に
多
い
。

第
五
・
六
表
を
甑
て
所
得
積
の
滞
納
峯
は
大
正
三
年
度
以
来
多
く
な
り
つ
、
ゐ
る
殊
に
第
一
種
所
得
税
仁
於
て

こ
の
傾
向
を
強
く
み
る
の
で
あ
る
が
、
品
川
十
四
個
年
を
通
覧
す
る
さ
一
屡
々
ぞ
の
率
は
起
伏
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
o

-
ご
札
所
得
税
が
経
済
界
の
事
情
に
最
も
よ
く
左
右
さ
る
、
結
果
さ
み
る
べ
き
一
で
ゐ
ら
う
。
其
他
、
吾
人
の
注
意
を

五
三

祖
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
一
一
巻

第

波

ユL

均



第
三
十
二
各

租
税
滞
納
白
日
統
計
的
観
察

、‘Y
4

1

j

惹
く
は
付
法
人
所
得
税
の
滞
納
率
の
大
な
る
-
)
f
」
付
源
泉
課
税
た
る
第
二
種
所
得
税
に
も
滞
納
の
あ
る
ニ
マ
」
↑
第

了
第
二
種
所
得
税
に
比
し
て
第
三
種
所
得
税
の
納
税
成
蹟
の
比
較
的
よ
い
噌
}
♂
」
等
が
之
で
わ
る
。
法
人
所
得
税
の

滞
納
率
の
大
な
る
に
就
て
は
佃
人
仁
比
し
て
法
人
の
租
税
借
地
徳
の
低
い
こ
さ
、
経
梼
界
の
不
況
、
そ
の
他
金
利
上

ω打
算
等
も
布
力
な
ゐ
原
因
な
る
か
、
徴
税
技
術
上
の
聞
係
も
亦
大
な
ふ
り
さ
い
は
れ
る
。
郎
ち
第
三
種
所
得
税
の

徴
税
機
関
は
市
町
村
な
る
カ
第
一
積
所
持
税
い
い
於
レ
て
は
税
務
署
で
あ
る
ο

而
も
第
三
種
所
特
粧
の
納
期
以
一
定

し〆
w

ぬ
ん
が
姉
一
硝
所
得
時
に
ぬ
り
で
は
卒
業
年
度
の
純
了
穴
焔
問
時
に
課
慨
す
り
ゐ
、
の
で
め
る
。
筋
一
一
一
種
所

得
税
に
於
て
は
納
税
の
督
励
が
可
能
で
あ
る
が
第
一
一
種
所
得
税
じ
於
て
は
殆
、
さ
之
が
行
は
れ
え
な
い
ざ
い
は
名

、
。
蓋
し
納
期
の
ま
ち
/
¥
な
ゐ
数
多
送
一
の
舎
枇
に
就
て
一
一
税
務
磐
員
が
出
張
し
て
納
税
を
督
励
す
る
さ
い
ふ

司
}
ご
は
今
日
の
組
織
を
以
て
し
て
は
過
大
の
要
求
な
る
が
故
で
あ
る
c

以
上
の
理
由
は
膿
て
又
第
三
種
所
得
税
の

五
四

第

~jX 

五
四

納
税
成
蹟
の
比
較
的
良
好
な
る
理
由
さ
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
次
に
第
二
種
所
得
税
の
滞
納
な
る
が
抑
も
こ
の
税

は
会
債
赴
債
銀
行
預
金
利
子
・
貸
附
信
託
の
利
益
及
び
日
本
内
地
に
居
住
せ
凶
者
が
日
本
内
地
じ
本
庇
の
あ
る
舎

一
枇
か
ら
受
く
る
配
営
金
・
賞
典
金
等
に
課
枕
す
る
も
の
で
あ
り
、
ぞ
れ
は
右
の
利
子
・
配
嘗
・
利
益
の
支
榔
者
た
る

銀
行
舎
枇
が
便
宜
上
之
を
徴
牧
し
て
政
府
に
納
付
す
る
こ

J

戸
:
な
っ
て
ゐ
る
。
第
二
種
所
得
税
の
滞
納
は
-
-

れ
ら
銀
行
、
曾
枇
が
徴
牧
し
た
る
租
税
の
納
付
を
怠
れ
る
場
合
に
生
や
る
。
従
っ
て
滞
納
慮
分
も
亦
右
の
銀
行

命
日
駐
に
封
し
て
な
さ
れ
る
。
何
故
に
銀
行
・
曾
枇
は
殻
税
機
閉
ざ
し
て
の
責
務
を
果
き
ぬ
か
?
、
思
ふ
に
金
利
の
打

算
か
ら
出
づ
る
公
選
徳
の
脇
市
坪
が
最
大
の
原
因
で
あ
ら
う
ο

而
し
で
こ
の
第
二
種
所
得
税
の
納
滞
は
右
表
の
如
く

僅
少
乍
ら
漸
衣
増
加
し
つ
、
、
あ
る
。
向
最
近
十
四
年
聞
の
所
得
税
法
の
麗
化
ざ
し
て
は
大
正
九
年
の
改
正
を
忘
れ



て
は
な
ら
ぬ
。
印
も
?
」
れ
い
に
よ
り
て
株
式
の
配
営
に
謝
し
て
は
従
来
曾
祉
の
み
に
劃
し
て
比
例
税
率
を
以
て
所
謂

源
泉
課
税
を
行
っ
て
来
た
の
で
ゐ
る
が
之
を
す
て
、
配
営
を
う
く
る
各
個
人
に
劃
し
て
凡
て

ω所
得
三
共
に
綜
合

し
て
累
進
税
率
を
以
て
す
る
綜
合
課
税
主
義
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
我
圃
租
税
史
上
劃
期
的
の
事
費
で
あ
一
か

併
し
そ
の
結
果
滞
納
率
に
如
何
に
響
い
た
か
は
立
に
断
子
る
を
難
し
さ
す
る

j

団
地
租
の
滞
納
地
租
の
重
要
な
る
特
質
の
一
は
そ
の
課
税
標
準
允
る
地
慣
が
固
定
し
て
動
か
や
財
界
の
好
不

況
ご
混
交
渉
で
あ
る
さ
い
ふ
噌
」
ミ
で
あ
る
。
従
っ
て
地
組
の
貫
質
上
の
一
負
槽
は
好
況
時
に
樫
く
不
況
時
に
重
い
。

最
迂
十
四
年
間
の
地
租
の
滞
納
卒
を
掲
げ
や
う
。

第
六
表

最
近
十
四
年
閣
の
地
租
滞
納
市
中

滞 J

車内 J 

盗事/
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大
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- 0ノ= - 0 /
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大
cl cl 正
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大
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室一五一一杢
八

cl cl 正
ロロム
三三 三民 r、

大
cl cl 正

21Z 七
大

~ C:;:> iE 
~ 58 八

大= =正
冨二九

大
cl cl 正
宗宗十

一大
c? <? iE 
o ~ -[ 

二大
cl 0 託

金一二 -1
豆大

cl Cコ 守-
i仁

二二 区ヨ _t.. 
四 三 l 

間メ:
o 0 if 

三一三一一一I山

五 大
C:;:>? jE 
Z 六」
占二 1 

昭
cl = 利
回ベコ -
:ft. -1:;: 

千
。口

=-~ 
A. Cコ

枕

額

人

員

右
表
は
田
租
・
畑
租
・
宅
地
租
・
雑
地
租
の
合
計
に
就
て
の
計
算
で
あ
る
。
そ
の
滞
納
率
は
最
高
が
人
員
に
於
て

百
人
に
就
き

0
・
四
九
人
、
税
額
に
於
て
百
固
に
就
き

0
・
七
七
回
で
あ
る
υ

十
四
個
年
聞
の
卒
均
は
粧
額

0
・三

O
U知
人
員
0
・
一
五
%
で
あ
り
之
を
第
三
種
所
得
税
の
滞
納
率
十
四
佃
年
間
卒
均
税
額
二
・
九
四

μ
人
員
一
九
・
二

μ
に
比
し
て
著
し
く
低
率
な
る
こ
ぎ
を
知
る
。
大
正
五
・
六
・
七
・
八
年
度
に
は
滞
納
翠
が
低
下
し
大
正
九
年
度
僅

少
乍
ら
漸
増
し
っ
、
ゐ
る
は
粧
梼
不
況
に
因
る
地
租
の
賓
質
的
負
携
の
遁
増
を
物
語
る
も
の
で
な
か
ら
う
か
さ
思

ふ
。
向
、
地
租
の
中
、
宅
地
租
の
滞
納
率
が
最
も
大
い
。
試
み
に
回
租
さ
宅
地
租
さ
の
滞
納
率
を
税
額
に
就
て
比

租
税
滞
納
の
統
計
的
視
察

第
三
十
三
巻

五
五

五
五

第
一
波

均
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租
税
滞
納
白
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

第
一
揖

五
六

五
六

較
す
れ
ば
女
表
の
如
く
な
る
。

第
七
表

田
租
と
宅
地
租
と
の
滞
納
率
比
較
〈
税
額
別
)

滞
納U
達手リ

/年

租租/度

大

"" A ::.o/cコoイ τコ
~~三旦三さ-乙一二

コた
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jモヌ問

二た
??iE  

註一白:~-~
ヨー

c:o <=>正

-""=-汽ハ
大

??正
五 三 七

大
口口正

三E-ZL
大

S? 9 正
ミ82 九

フ三
??正
史~.十

ーー犬
c??iE  
"語口ーL
九六・

一一一三芙
C:;;)? lE 
交二十

三三7三
て'? 1E 
三LiLf

匹じた
?正

'" 3-0_ ::0";; 

ji大
?正

実宗十

昭
t:，-・ ? 和
ー佐~

平
lコ Cコ

話完

回宅

1世

郎中
h
J

各
年
度
に
就
て
み
る
も
田
租
よ
り
も
宅
地
租
の
滞
納
率
が
高
く
平
均
に
於
て
田
租

0
・
二
九
%
宅
地
租
0
・

七
七
M
W
の
封
立
を
示
す
。
向
人
員
別
に
み
る
も
宅
地
租
の
滞
納
峯
は
大
で
あ
り
十
四
年
間
の
卒
均
で
は
田
租
0
・

0
入

μ宅
地
租
0
・
ニ
ニ
，
%
乏
な
っ
て
ゐ
る
。
何
故
か
、
る
差
を
示
す
か
?
、
種
々
の
原
因
も
錯
綜
す
る
で
あ
ち
う

が
田
租
の
納
税
者
に
は
地
方
農
民
が
多
く
宅
地
租
の
そ
れ
に
は
郡
曾
住
民
が
多
く
而
し
て
郡
部
住
民
の
納
税
道
徳

の
原
薄
が
最
も
有
力
な
る
原
因
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

右
の
外
、
大
正
十
五
年
の
地
租
税
訟
の
改
正
じ
よ

h
て
地
債
二
百
聞
未
満
の
小
地
主
・
自
作
人
の
地
租
を
見
す

る
こ
ご
、
し
た
が
こ
れ
が
滞
納
率
に
如
何
に
響
い
た
か
?
、
昭
和
二
年
度
の
地
租
の
滞
納
率
は
前
年
に
比
し
一
般

に
高
く
な
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
が
凡
て
免
税
結
を
設
け
し
結
果
な
り
や
は
疑
は
し
い
。

川
勝
目
業
税
の
滞
納
園
税
管
業
税
は
明
治
サ
九
年
の
設
定
に
か
、
り
来
来
敷
次
の
改
正
を
へ
て
大
正
十
五
年
に

及
び
て
底
止
せ
ら
札
同
年
三
月
廿
七
日
の
法
律
第
十
一
一
抗
を
以
て
新
に
管
業
牧
盆
暁
が
生
ま
れ
た
。
か
く
て
こ
の

税
は
従
来
の
外
形
標
準
に
よ
る
課
税
方
法
を
改
め
て
管
業
純
盆
に
読
す
る
の
主
義
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
加
之
、

t

同
法
は
個
人
の
管
業
純
盆
年
四
百
固
未
満
に
は
免
税
す
る
二
千
」
、
し
た
る
の
外
、
奮
法
よ
り
も
課
税
管
業
の
種
類

I均



い川一ぃ一一一行一日立法一一一を
七
種
詐
b
削
減
し
た
る
等
大
な
る
盛
夏
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
滞
納
季
を
検
す
る
に
も
経
由
業
税
さ
管
業
牧
盆

暁
ぜ
は
匝
別
す
ぺ
き
で
あ
る
。

第
八
表

最
近
十
五
年
間
替
業
枚
目
滞
納
率
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平喜幸
子手業
霊叉均税

ー税同
千 平 取
三均盆

枕

額

人

長

九
・
回
4
4

(
備
考
)

拙
管
業
収
金
税
法
ぽ
「
大
正
十
六
年
一
周
一
日
」
よ
り
施
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
表
申
告
を
附
し
た
る
は
修
業
状
筏
枕
の
分
で
あ
る
。

管
業
粧
の
滞
納
翠
は
税
額
・
人
員
何
れ
に
於
て
も
大
正
二
年
度
以
来
は
攻
一
策
に
慌
下
し
大
正
六
七
年
の
頃
に
は

最
低
仁
達
し
大
正
九
年
度
じ
至
り
て
急
騰
し
爾
後
一
時
低
下
し
た
が
業
後
再
び
実
容
を
高
め
っ
、
あ
る
。
大
正
九

年
度
の
高
率
な
る
は
経
済
恐
慌
に
由
る
も
の
な
る
ぺ
く
最
近
時
に
至

b
て
究
第
に
率
を
高
め
っ
、
あ
る
は
経
済
不

況
・
税
法
の
麓
化
等
に
関
係
す
る
所
大
で
あ
ら
う
。
筒
、
税
法
の
改
正
に
際
し
て
の
滞
納
奉
の
激
盤
は
注
意
せ
ら
る

ぺ
き
現
象
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
度
に
麗
す
る
が
大
正
十
六
年
(
昭
和
二
年
)
一
月
一
日
よ
り
三
月
舟
一
日
ま
で
の

管
業
牧
盆
税
の
滞
納
率
は
税
額
に
於
て
二
七
・
九
五

μ
人
員
に
於
て
二
八
・
八
二

Mm
の
高
率
を
示
し
て
ゐ
る
。
昭
和

二
年
度
に
至
り
で
は
管
業
牧
盆
枕
の
滞
納
率
一
か
著
し
く
減
じ
た
が
、
課
税
技
術
上
蔑
さ
れ
て
ゐ
た
蕎
替
業
税
の
滞

納
率
は
甚
だ
大
で
あ
る
。
稜
法
改
正
の
徴
境
に
及
ぼ
す
激
麗
の
一
例
読
さ
み
ら
れ
う
る
。
替
業
税
の
滞
納
奉
は
過

去
十
四
年
を
卒
均
し
て
税
額
別
五
・
。
八

dw
人
員
別
五
・
五
三
%
な
る
が
之
を
地
租
の
滞
納
率
十
四
年
間
卒
均
税
額

別
0
・三

O
人
員
別
0
・
一
五
外
に
比
す
れ
ば
蓮
に
そ
の
率
が
大
き
い
。
こ
れ
何
故
で
あ
る
か
?
、

二
者
の
負
携
関

租
枕
滞
納
白
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

五
七

第

披

五
F仁



租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

ま王

ノ、

第

盟主

五
八

係
経
隣
事
情
の
影
響
の
大
小
も
あ
ら
う
が
、
農
民
の
地
租
に
劃
す
る
博
統
的
納
税
概
念
さ
都
市
民
の
管
業
税
に
封

す
る
観
念
さ
の
大
な
る
差
異
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

第
二
、
間
接
税
の
滞
納
間
接
税
の
負
権
者
は
消
費
者
で
あ
る
が
納
税
義
務
者
は
酒
造
税
に
あ
り
て
は
酒
造
業

者
.
話
。
織
物
若
者
に
あ
h
て
は
そ
れ
ら
財
貨
を
製
造
人
か
ら
引
取
る
人
で
ゐ
る
。
(
糊
一
一
箆
訴
麓
脚

側
諸
問
。
一
蹴
鵠
鵠
匙
)
こ
れ
ち
の
納
税
義
務
者
調
達
額
を
完
納
せ
ざ
る
場
合
に
滞
納
が
め
ら
は
な
。

現
行
問
時
枇
中
の
官
製
h
U
7
M

捌
杭
|
制
裁
耽
・
務
削
枕
・
刷
特
M
A
捌
粘
合
有
飲
料
杭
l
説
ド
砂
桁

h

の
最
近
十
五
年
間
の
滞
納
率
を
一
不
す
噌
ミ
」
宍
表
の
如
し
。

第
九
表

酒

造

;
「
税
額
別

i
一
人
員
別
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ト
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税
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i
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酒
精
，。‘・
司
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飲
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狛
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税
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i
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主

先
づ
十
五
個
年
聞
の
卒
均
滞
納
宰
に
就
て
み
れ
ば
酒
税
で
は
酒
精
積
に
最
も
多
〈
安
酒
税
之
に
車
ぎ
酒
造
栓
じ

最
も
少
い
。
併
し
要
望
ら
い
へ
ば
酒
造
税
の
滞
納
額
は
他
よ
り
還
に
多
〈
(
叫
一
へ
一
議
一
日
長
較
鴻
苦
闘

惜
醐
哨
一
完
九
)
従
っ
て
園
庫
に
奥
ふ
る
打
撃
も
甚
大
で
あ
る
o

砂
糖
さ
織
物
の
消
費
税
に
あ
り
で
は
前
者
の
滞
納
率

が
大
で
あ
る
o

今
こ
れ
ら
の
滞
納
率
の
十
五
伺
年
聞
に
於
け
る
盤
勤
を
み
る
に
、
大
正
三
年
頃
よ
り
五
六
年
度
頃

じ
は
減
率
し
大
正
九
年
・
十
年
度
に
宝
ち
て
最
高
率
を
示
し
て
ゐ
る
。
-
}
れ
大
正
九
年
の
経
済
恐
慌
の
反
映
で
わ

ら
う
υ

又
織
物
消
費
税
を
除
け
ば
大
正
十
五
年
度
よ
り
も
昭
和
二
年
度
に
於
て
一
般
に
滞
納
率
が
著
し
く
騰
っ
て

屑
り
輩
、
り
織
物
消
費
税
の
格
納
率
の
み
が
下
っ
て
ゐ
る
。
何
故
か
?
思
ふ
仁
之
は
大
正
十
五
年
の
税
制
改
革
に

よ
り
C
酒
造
枕
は
一

.h品
川
崎
か
ら
品
川
大
閣

d

い一油精ー枇
V

一
石
ゴ
一
ト
五
同
か
ら
川
十
一
一
川
に
夜
一
円
税
川
一
一
作
十
八
聞

か
ら
廿
五
闘
に
各
増
率
せ
ら
れ
に
る
た
め
干
」
併
せ
て
経
済
不
況
ご
の
結
果
で
あ
ら
う
。
報
っ
て
右
間
接
税
の
滞
納

卒
を
既
謹
直
接
投
の
滞
納
率
さ
比
概
す
る
に
間
接
税
に
も
直
接
税
よ
り
も
滞
納
宰
の
高
き
あ
り
慌
き
あ
り
一
概
に

断
定
出
来
向
。
上
越
の
範
固
で
は
卒
均
に
於
て
間
接
税
の
滞
納
は
少
く
さ
も
地
租
よ
り
奉
高
〈
何
税
額
別
に
於
て

委
酒
税
さ
第
三
種
所
得
税
砂
糖
消
費
税
さ
管
業
院
さ
の
滞
納
率
は
接
近
し
人
員
別
に
於
て
酒
造
耽
さ
第
三
荷
所
得

税
の
滞
納
卒
が
接
近
し
て
ゐ
る
。

園
、
府
間
肺
税
の
滞
納
状
態

府
牒
駐
を
凶
暁
附
加
穂
千
」
府
牒
特
別
種
さ
に
八
万
ち
そ
の
主
な
る
も
の
に
就
℃
親

察
す
る
こ
さ
、
す
る
。

川
先
づ
国
税
所
得
税
の
府
際
附
加
税
の
滞
納
率
セ
最
近
十
二
佃
年
じ
亘
っ
て

示
さ
う
。
大

E
五
年
度
以
前
の
も
の
は
統
計
費
料
上
之
を
欠
く
。

第
一
、
園
稜
附
加
積
一
の
滞
納
率

租
税
滞
納
白
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

五
九

第
一
波

ヨ工
九



租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

/、
O 

第
一
披

ノ、

O 

第
十
表

最
近
十
二
箇
年
間
に
於
け
る
国
税
所
得
税
の
府
雌
附
加
税
滞
納
率

枕

害買

年
度
一
大
正
何
一
大
正
六
一
大
正
七
一
大
正
八
一
大
正
九
一
大
正
十
可
正
十
一
立
正
十
一
話
正

J
M正
十
一
献
正
十
一
昭
和
二
一
千

一六・一一一回・
5
一
三
九
一
八
・
エ
一
回
・
=
一
占
て
一
・
五
一
二
一
九
・
一
三
・
三
一
一
・
霊
一
品

-i
一一
-
z

一回て四・ロニ一二三

一
同
二
だ
一
一
己
・
一
己
一
回
・
乏
六
二
一
九
一
主
-
歪
一
回
・
四
七
一
五
二
三
千
五
八
一
人
・
2
一一人・宅一九・回九一二二一三一六・
Z

八
均

滞
納
翠

Zリ

人

員

>IIJ 

国
税
所
得
税
の
第
二
積
所
得
税
に
は
附
加
枕
を
課
せ
古
る
が
故
に
府
懸
の
所
特
税
附
加
耽
は
闘
役
の
第
一
穏
・

第
三
種
所
得
税
に
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
右
表
を
観
る
に
同
附
加
粧
の
滞
納
卒
以
税
額
別
・
人
員
別
何
れ
も
大

正
六
年
度
を
最
低
三
し
更
に
税
額
別
に
於
て
大
豆
九
年
度
及
び
昭
和
二
年
度
が
最
高
奉
仕
一
示
し
人
員
別
に
於
て
は

昭
和
二
年
度
・
大
正
十
五
年
度
に
於
て
最
高
率
を
示
し
大
正
九
年
度
は
前
年
度
に
比
し
却
っ
て
牽
ケ
減
じ
て
ゐ
る

大
置
か
ら
み
て
大
正
十
二
年
度
以
後
は
漸
次
滞
納
卒
が
増
加
し
っ
、
あ
る
。
大
王
六
七
年
度
に
低
率
な
る
は
戦
時

景
気
に
よ
る
も
の
な
る
ぺ
く
税
額
別
じ
於
て
大
正
九
年
度
の
高
率
な
る
は
経
済
恐
慌
の
影
響
で
あ
ら
う
が
人
員
別

に
於
て
却
っ
て
誠
率
し
て
ゐ
る
は
何
故
か
不
明
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
頃
よ
ち
滞
納
容
の
上
り
つ
、
ゐ
る
は
経
済

不
況
に
よ
る
こ
さ
が
多
い
で
ゐ
ら
う
。
衣
に
之
堂
本
税
の
滞
納
率
ぜ
」
比
較
す
る
に
府
臨
税
附
加
枕
の
滞
納
牽
は
国

税
第
一
種
所
得
税
の
滞
納
率
よ
一
ち
も
い
遂
じ
低
く
国
税
第
三
種
所
得
税
の
滞
納
卒
よ
り
も
遣
に
高
い
。
(
耕
一
郡
山
五
)

団
国
税
地
租
・
管
業
税
の
府
牒
附
加
設
に
就
て
滞
納
率
を
掲
げ
ん
に
第
十
一
表
の
如
し
。
資
料
の
都
合
上
大
正
五

年
度
以
前
は
之
を
欠
く
。

第
十
一
表

最
近
十
二
箇
年
聞
に
於
け
る
園
枝
地
租
・
替
業
稔
の
府
賂
附
加
校
滞
納
卒



滞
納
率

芸
大

-'"一一正

さ 742ミヲ石毛竺一塁
大

手= 疋
六ニ八占
四円八ハ

大
六一一正

一主豆主二包
大

ヤ了?正
ゐ正 '"ヨ "" 丘三一一一主ιーニ~一二三
一大
子=正
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一大
四一一正

美竺室十

一 一大
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色会主十

一 二大
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一 三大
穴ニ一正

旦更色十
ご一一ー一一古天
千子子正
ll:Sl :it..I 戸ヒ ..... 
孟~πー」一

一 五大
?甲子正
区百 1宮司 三U
四三=一

子子千和
三 也回一

z ニ耳L 一 三

一 千
三L 二三 一ー
:=;. :==;:.九
五~ 均

「
枕
蝿
間
別

地
-
租
附
加
一
積
一F

人
員
別

{
稔
綴
別

笹
業
枕
附
加
枕
」

F

人
員
別

道
府
牒
附
加
視
さ
し
て
は
所
得
税
附
加
積
を
除
け
ば
地
租
並
に
偉
業
税
附
加
税
は
品
も
重
を
な
す
。
試
み
に
昭

和
三
年
度
珠
算
に
渡
れ
ば
所
得
税
附
加
積
一
二
玉
、
二
二
八
千
園
、
地
租
附
加
税
七
つ
、
三
九
一
千
回
、
替
業
収
盆
税

附
加
積
二
五
、
二
八
五
千
回
で
あ
る
。
而
し
ζ

今
立
に
地
和
ご
管
業
税
の
滞
納
率
九
ぜ
並
ぶ
る
所
以
は
、
二
者
が
二
大

岡
税
収
盆
殺
の
附
加
税
ご
し
て
府
鯨
附
加
税
ご
し
て
も
重
要
な
る
地
位
を
古
む
る
の
外
、
一
以
地
債
に
課
税
し
他

は
管
業
乃
至
業
牧
盆
に
課
税
し
、
又
一
は
大
韓
農
民
税
ご
い
は
る
、
に
封
し
他
は
商
工
民
の
耽
で
あ
る
さ
い
ふ
こ

之
や
、
経
密
事
情
に
制
到
し
て
一
は
鋭
戚
他
は
敏
戚
ざ
い
ふ
が
如
き
興
味
あ
る
劃
比
を
な
す
が
故
で
あ
る
。

き
て
第
十
一
表
を
諌
む
に
各
年
度
別
に
比
較
し
て
も
税
額
人
員
伺
れ
の
滞
納
率
も
地
租
よ
ち
管
業
視
の
附
加
積

仁
大
で
ゐ
り
卒
均
に
於
て
税
額
別
地
租
附
加
耽
一
・
九
九
%
管
業
税
附
加
税
一
五
・
三
五
労
、
人
員
別
地
租
附
加
程

二
会
二
%
管
業
税
附
加
桂
一
四
・
六
七
叫
刊
さ
い
ふ
大
な
る
差
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
は
何
故
か
9

・
、
抑
も
替
業
税
は

一
般
じ
地
租
じ
比
し
て
重
き
を
傾
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
業
他
郡
部
人
士
の
租
税
観
念
の
差
異
経
構
事
情
の
戚

要
性
の
多
少
等
に
も
由
る
も
の
で
あ
ら
う
。
又
、
圃
晩
餐
業
税
は
大
正
十
五
年
の
改
正
に
よ
り
て
管
業
牧
益
税
さ

改
め
ら
れ
た
る
こ
さ
や
税
法
の
貫
質
に
大
融
界
史
を
加
へ
ら
れ
た
る
こ
さ
並
に
同
年
の
改
正
に
よ
り
て
地
租
の
兎
税

租
税
滞
納
町
一
統
計
的
観
察

第
=
一
+
二
巻

~ ，、

第
一
披

ム
F、



主

!一

租
税
滞
納
の
統
計
的
視
察

第
三
十
二
巻

J_  
ノ、

第
一
就

〆、

黙
を
設
げ
ら
れ
允
る
こ
さ
弘
、
等
は
既
迅
の
如
く
な
る
が
司
会
の
結
果
は
-
」
れ
ら
各
税
の
附
加
税
滞
納
率
に
如
何
に
影

響
せ
る
か
他
日
充
分
の
資
料
を
え
て
究
め
化
い
さ
思
ふ
。
更
に
過
去
十
二
個
年
間
の
滞
納
率
の
麗
勤
を
み
る
に
、

経
済
恐
慌
の
起
れ
る
大
一
止
九
年
度
に
は
ω
営
業
税
附
加
校
の
滞
納
率
は
急
騰
し
て
ゐ
る
地
租
附
加
税
の
そ
れ
は
僅
少

に
止
っ
て
ゐ
る
。
之
を
大
聞
か
ら
い
へ
は
大
正
九
年
度
以
来
雨
粒
さ
も
滞
納
卒
は
桝
衣
多
く
な
わ
っ
、
あ
る
。
}
」

れ
一
じ
は
経
捷
不
況
の
驚
ら
す
結
果
て
な
り
む
ば
な
ら
ぬ
。
踊
っ
て
ニ
者
の
滞
納
宰
を
本
校
の
そ
れ
ご
比
較
す
る

子
択
の
表
そ
う
4

0

0

税

最
近
十
二
箇
年
間
に
於
け
る
地
租
・
終
業
税
の
本
殺
と
府
豚
附
加
枕
ー
と
の
滞
納
率
比
較

po 

額
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第
十
二
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枕

附
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校

一

岡

枕

一

附

加

枚

五
・
口
六
一
三
旦
五
・

2
一
回
二
(
屯

r且

業

理it

右
み
る
如
く
滞
納
葱
は
何
れ
も
本
枕
た
る
幽
税
よ
り
も
府
牒
附
加
粧
の
於
て
大
で
あ
る
。
こ
れ
園
民
の
園
税
じ

封
す
る
侍
統
的
観
念
さ
闘
殺
に
封
す
る
徴
税
上
督
促
の
可
能
且
つ
努
力
の
大
な
る
に
由
る
も
の
ご
い
は
れ
て
ゐ

る。
第
二
、
府
牒
特
別
粧
の
滞
納
率
今
日
府
牒
特
別
粒
ご
し
て
は
家
犀
枕
マ
」
雑
種
枝
、
と
が
最
も
重
要
な
る
地
位
を

占
め
て
ゐ
る
。
昭
和
三
年
度
議
算
に
擦
れ
ば
そ
の
牧
入
前
者
は
四

O
、
四
六
九
千
同
後
者
は
五
六
、
三

O
一
千
固
で

あ
り
同
年
度
の
府
牒
特
別
枕
肱
入
の
七
一
%
を
占
め
て
ゐ
る
。
併
し
大
正
十
五
年
地
方
税
制
の
改
正
せ
ら
る
、
ま

で
は
府
野
積
戸
数
割
が
原
別
で
あ
っ
て
家
屋
税
は
戸
数
割
の
賦
課
せ
ら
れ

f
る
地
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ



れ
ば
枕
牧
入
の
地
位
も
勿
論
戸
数
割
は
家
屋
稜
よ
h
蓬
に
高
く
試
み
に
大
正
五
年
度
以
来
大
正
十
五
年
度
ま
で
の

戸
数
割
牧
入
四
二
四
二
四
五
千
固
を
家
屋
税
政
入
七
三
、
三
九
大
千
固
に
比
較
す
れ
ば
後
者
は
前
者
の
漸
く
一
七

%
に
す
ぎ
ぬ
。
今
左
に
奮
戸
数
割
及
び
現
存
家
屋
稜
雑
種
税
の
滞
納
幸
選
還
を
み
や
う
。
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近
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滞
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五
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旦
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一
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一
一
?
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ニ
ト
一
?
五
一
二
了
九
二
一
-
一
-
兇
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一
回
・

2
2・9
一
一
二
主
一

一
人
・
2
?
豆
九
一
六
・
主
?
吉
一
一
五
・
き
一
?
一
五
一
六
・
一
石
一
九
・
口
六
一
二
・
回
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一
一
五
・
宅
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均

ウ九一一戸一

七・入()

八・回向

右
表
を
み
て
先
づ
吾
人
の
注
意
JUT-

惹
く
-
-
f
」
は
戸
数
割
に
比
し
て
家
屋
税
滞
納
率
の
著
し
〈
大
な
る
こ
さ
之
で

あ
る
。

郎
ち
戸
数
割
十
一
年
間
平
均
税
額
別
五
・

C
七

μ
、
人
員
別
五
・
八
三
%
な
る
に
'
家
屋
税
十
二
年
間
の
滞
納

率
平
均
税
額
別
二
二
・
一
四

μ
人
員
別
二

?
C
八
%
で
あ
る
。
之
は
何
故
か
?

に
は
郡
曾
地
多
く
(
院
ぷ
一
一
円
前
一
昨
)
、
都
舎
人
の
納
税
道
徳
の
低
い
ご
い
ふ
こ
ご
が
原
因
で
あ
ら
う
し
他
に

は
家
屋
税
は
牧
盆
栓
で
あ
り
戸
数
割
は
資
力
税
で
あ
り
二
者
何
れ
も
確
定
レ
た
る
客
観
的
課
税
標
準
を
有
し
な
か

一
に
は
家
屋
栓
の
行
は
れ
た
る
所

っ
た
の
で
あ
る
が
就
中
家
屋
柱
に
於
て
負
擢
の
公
卒
を
欠
き
遁
重
負
推
さ
な
っ
て
ゐ

t
f」
い
ふ
事
情
の
あ
る
こ
さ

租
枕
滞
納
の
統
計
的
視
察

第
三
十
二
巻

ムノ、

内務省地方局、地方財政の現況に擦る
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1
1ト
山
内

租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察

第
三
十
二
巻

第

E貴

ノ、

1"1 

ムハ四

も
看
過
出
来
ぬ
で
わ
ら
う
。
次
の
雑
種
税
は
自
輯
車
・
車
・
不
動
産
取
得
・
遊
興
・
事
妓
・
法
人
建
物
・
漁
業
・
奥
行
・
槙

劇
税
等
を
主
党
る
も
の
さ
し
其
他
物
の
所
有
・
使
用
・
者
修
的
物
件
・
行
潟
・
管
行
刺
翁
等
に
課
税
す
る
も
の
に
し
て

そ
の
税
種
大
正
十
玉
年
に
は
百
三
種
に
及
ん
だ
が
同
年
の
地
方
税
制
改
正
の
結
果
轄
理
せ
ら
れ
て
昭
和
二
年
に
は

四
十
四
種
さ
な
っ
て
ゐ
る
。
何
れ
に
し
て
も
こ
さ
雑
種
税
は
賀
力
の
小
な
る
も
の
を
税
し
細
民
税
ざ
い
は
る
、
も

の
で
あ
る
。
そ
の
滞
納
平
均
率
は
可
な
り
高
い
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
戸
数
割
・
家
屋
柱
。
雑
種
粧
や
-
通
じ
て
大
正

九
年
度
頃
よ
り
衣
第
に
滞
納
葎
は
大
ざ
な
り
り
、
あ
る
い
絞
隣
不
況
が
主
原
岡
な
な
寸
も
の
で
あ
ら
う
c

五
、
租
税
滞
納
さ
租
税
肱
入
租
税
滞
納
は
必
す
し
も
不
納
に
終
る
さ
限
ら
ぬ
。
我
園
税
徴
牧
法
ぷ
擦
れ
は

租
税
滞
納
者
に
は
納
税
の
管
促
蹴
佐
後
し
然
も
指
定
の
期
限
ま
で
じ
完
納
せ
ぎ
る
場
合
に
は
滋
に
所
謂
滞
納
蕗
分

が
始
め
ら
れ
先
つ
財
産
の
差
押
を
行
ひ
途
に
財
産
公
買
の
手
績
じ
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
統
計
の
一
示
す
所
を
み
る

に
滞
納
税
額
は
概
ね
財
産
公
費
却
も
所
謂
底
分
決
行
の
な
さ
る
、
前
に
納
付
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
試
み
に
昭
和
二
年

度
じ
み
る
に
園
枝
融
額
の
滞
納
税
額
五
一
、
二
一
三
千
園
滞
納
入
員
五
三
玉
、
二

O
一
人
底
分
決
行
税
額
四
六
一
一
千

回
底
分
決
行
人
員
四
、
六
三
三
人
そ
の
比
率
税
額
に
於
て

0
・
八
九
%
人
員
に
於
て
の
・
八
六
%
に
過
ぎ
向
。
か
の

園
税
中
滞
納
率
の
最
も
大
な
る
第
一
種
所
得
税
に
於
て
す
ら
滞
納
に
劃
し
て
蕗
分
決
行
せ
ら
る
、
も
の
は
税
額
に

於
て

0
・
0
三

μ人
員
に
於
て

0
・
五
叫
げ
に
す
ぎ
ぬ
。
左
に
大
正
二
年
度
以
来
の
園
暁
調
定
税
額
・
人
員
に
封
す
る

滞
納
底
分
決
行
税
額
人
員
の
百
分
比
を
一
不
き
う
。

第
十
四
表

国
税
調
定
枕
痴
人
員
に
輔
副
ナ
る
滞
納
底
分
決
行
税
制
個
人
員
白
比
率

内務省地方局、地方財政機要に按る。
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一
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積
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別
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口
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ロ
ベ
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ロ
エ
一
旦
ロ
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一
E

D
・-五一口・=一口・一一口一

0

・
口
九
一
口
・
口
三

0

・
己
主
口
・
口
四
一
?
?
ニ
ロ
・
0

5

7

0

八
千
口
・
門
主
口
・
口
三
口
・
0
ん

一

%

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

↑

一

人
民
別
一
?
ロ
一
一
一
?
三
一

0

・
三
?
三
一
口
・

8
一
?
呈
?
呈
ロ
・
呈
?
亘
口
・
呈
?
口
一
一
?
口
一
一
口
・
9

Z

D
・
2
一
0

・
2
一
0

・0
一

右
比
率
を
み
れ
ば
滞
納
慮
分
の
決
行
せ
ら
る
、
割
合
は
極
め
て
少
く
十
五
個
年
卒
均
が
税
額
別

0
・0
八

μ人

員
別

0
・0
一，

mに
す
ぎ
ぬ
。
調
定
枝
額
の
九
二
%
ま
で
が
納
付
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
強
制
課
徴
た
る

租
税
の
性
質
上
営
然
の
事
で
も
あ
る
が
又
他
面
到
底
堪
へ
ら
れ
ぎ
る
過
重
の
課
税
程
度
に
非
る
謹
左
さ
も
考
ヘ
え

ら
る
。
蓋
し
到
底
塔
へ
え
ら
れ
ぎ
る
負
摺
で
あ
る
場
合
に
は
底
分
決
行
を
う
く
る
の
外
術
な
か
る
〈
く
従
っ
て
を

の
率
は
更
に
大
な
る
〈
き
で
わ
る
。
筒
、
大
正
十
二
年
度
頃
よ
り
蕗
分
決
行
李
が
僅
少
乍
ら
増
峯
し
て
ゐ
る
は
恐

ら
く
経
梼
不
況
を
主
原
因
さ
す
る
も
の
で
あ
ら
う
が
注
意
す
る
仁
足
る
。
次
に
地
方
府
臨
視
の
牧
納
成
蹟
を
機
せ

ぅ
。
第
十
五
表
は
大
正
十
三
年
度
さ
昭
和
二
年
度
に
就
て
各
年
度
府
懸
税
調
定
額
井
に
前
年
度
繰
越
額
合
計
に
濁

す
る
牧
入
額
の
比
率
を
示
す
も
の
で
あ
恥
o

第
十
五
表

各
府
脇
府
耐
肺
税
牧
入
率

満岡県芸庶務課の調査に擦る6) 

選
府
脇

大
正

宍十
人%三

昭
和

大
正
十
=

府

大
正
十
=

府

県長

昭
手官

府

l¥lf. 

大
正
十
=
ニ
昭
和
ニ

県草

昭
手首4

4
1
A

・g

北

海

道

菜

愛

庫

千

01<. "u 

ま口

ゃん・
44

7u 
F 恒

"u プu

均九・ん一

九八・豆

東

城

崎

静

京

九
ニ
・
呈
茨

"'-' 
'̂ 

人
屯
・
司

点 4

3孟

九八・回

岡

4
2
7
A
 

A

月九・七

京

都

A

A

・六

梨

木

九八
-
b
一
新

A
A
h
A

・A

九均・

栃

さ
7
吋

山

九九・五

h
H
唱・口

九九・占

潟

大

1反

九七・九

真

宅
・
主
一
滋

九一同・七

九
五
・
九
二
埼

玉

交
え
一
奈

01<. 
"u 

4
7
7
t
 

九九・
4
H

賀

神

奈

川

入
八
・
さ
群

重

馬

九九・七

叉
・
五
一
岐

阜

h
h
・占

均九・六

A

宅・五

九九・一品

租
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視
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第
三
十
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血
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木
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八

ム

手
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三
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川

一

九

人
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口

一

宮

崎

字

三

一

一

-

森

交
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一

変

緩

一

九

八

・

回

一

鹿

児

島

宅

・

四
ネ

一

一

高

知

一

九

八

・

一

一

沖

縄

入

五

五

旬

一

九

千

三

瓶

側

一

字

問

一

一

令

計

一

字

詰

却
も
府
牒
税
牧
入
率
は
大
正
十
三
年
度
に
は
合
計
に
於
て
九
七
・
六

μ
昭
和
二
年
度
に
は
同
じ
く
九
五
・
ム
ハ

μ
で

あ
る
。
之
を
各
府
麻
別
に
み
る
も
東
京
沖
縄
を
除
げ
ば
何
れ
も
九

O
%以
上
九
九
・
九

μ
の
聞
に
ゐ
る
。

之
を
要
す
る
に
国
税
・
地
方
税
何
れ
も
滞
納
宰
が
相
官
じ
大
な
る
に
も
拘
ら
す
最
後
の
納
付
成
蹟
は
必
守
し
も

不
良
な
り
さ
い
へ
向
。
寧
み
吾
人
の
珠
期
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
市
町
村
税
務
署
そ
の
他
の
徴
税
機
闘
の
納

税
督
闘
の
努
力
さ
国
家
の
平
素
の
納
税
道
徳
の
樋
養
・
納
税
施
設
の
奨
励
さ
に
由
る
も
の
ぜ
い
は
お
ば
な
ら
ね
。
併

し
又
他
面
.
国
家
・
地
方
閏
瞳
は
何
故
じ
滞
納
率
が
多
き
か
を
慎
重
に
考
慮
し
租
税
政
策
を
設
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
殊

に
担
増
重
負
握
じ
よ
る
滞
納
さ
利
己
的
打
算
や
車
な
る
怠
慢
に
よ
る
滞
納
ご
は
之
を
峻
別
し
て
よ
く
実
習
策
の
誤
る

租
税
滞
納
白
統
計
的
視
察
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三
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ぃ
、

J
3

〆

な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

六
、
緒
言
以
上
越
ぺ
た
る
所
を
要
約
す
れ
ば
次
の
却
し
。
先
づ
園
警
」
地
方
税
f
」
に
就
て
は
一
般
に
小
川
地

方
税
の
滞
納
率
は
園
耽
滞
納
卒
よ
h
も
大
で
あ
り
伊
国
税
の
滞
納
率
の
低
き
所
必
や
し
も
地
方
税
の
滞
納
率
低

か
ら
や
、
け
国
税
さ
震
附
加
税
さ
に
あ
り
て
は
警
の
滞
納
率
が
高
い
。
而
し
て
戸
国
税
地
方
税
何
れ
に
於



-X舎
忠
一

I

ー

ヲ

て
も
最
後
の
牧
納
率
は
良
好
な
る
こ
さ
を
断
じ
う
る
し
国
税
の
み
じ
就
て
は
ハ
リ
第
二
碑
所
得
税
の
滞
納
奉
極
め

τ

、、，J

大
い
地
租
さ
雲
市
税
に
あ
り
で
は
後
者
の
滞
納
卒
、
は
前
者
の
ぞ
れ
よ
り
蓮
じ
高
く
刊
一
地
租
の
中
・
宅
地
租
の
滞
納

率
は
田
租
よ
り
高
い
。
街
.
ニ
直
接
税
同
様
間
接
柱
に
も
滞
納
が
行
は
れ
そ
の
滞
納
李
必
?
し
も
直
接
投
よ
り
も

，d'E
‘、

低
し
さ
も
い
へ
ぬ
。
あ
る
も
の
に
あ
り
で
は
高
〈
ゐ
る
も
の
じ
あ
り
で
は
低
い
。
更
に
府
牒
税
の
み
に
就
て
い
へ

ば
何
附
加
一
視
の
中
、
管
業
一
枝
附
加
問
は
地
租
附
加
一
枕
よ
h
も
滞
納
-
雲
尽
く
、
川
口
特
別
税
の
中
一
植
た
る
家
屋
一
枕
・
雑
種

税
仁
於
て
も
滞
納
は
可
な
hJ
多
〈
い
府
岡
野
祝
戸
数
割
の
存
せ
し
頃
に
は
。
そ
の
滞
納
峯
は
府
厩
枝
一
家
厚
相
よ
り
も
低

か
り
し
こ
ご
卸
掃
を
い
へ
う
る
。
職
っ
て
之
を
時
間
的
に
見
て
滞
納
奉
は
国
税
・
地
方
税
さ
も
大
正
十
一
二
年
頃
よ

り
漸
次
取
加
し
っ
、
わ
る
。
又
、
滞
納
率
が
経
擁
上
の
好
不
況
を
可
な
り
反
映
す
る
こ
ど
も
粧
掛
好
況
の
大
正
六

七
年
代
及
び
不
況
の
九
年
度
及
び
ぞ
れ
以
後
の
年
度
の
比
率
加
之
を
一
亦
す
。
前
崎
一
般
仁
都
市
が
農
村
じ
比
し
て

納
税
成
績
の
不
良
な
る
-
』
さ
じ
就
て
も
幾
多
の
資
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
更
に
納
税
成
績
の
如
何
が
納
税
の
督
促

の
努
カ
如
何
に
侠
?
〕
す
」
大
な
る
も
の
ゐ
る
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

本
研
究
も
さ
よ
り
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
。
殊
に
所
得
階
組
別
じ
み
允
る
滞
納
翠
な
さ
は
最
も
必
要
な
ち
の
で

あ
る
が
還
に
其
資
料
を
え
ら
れ
な
か
っ
七
。
之
が
完
成
を
他
日
じ
期
し
た
い
。
(
五
・
二
二
一
六
)

附
言
、
木
研
究
に
関
し
大
村
内
務
事
務
官
・
大
津
山
稲
岡
豚
庶
務
課
長
・
小
野
京
都
上
京
税
務
署
長
並
び
に
武
田
準
士
に
封
し
て
深
謝
す
る
'
次
第
で

あ
る
つ

租
税
滞
納
の
統
計
的
観
察
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